
第２期武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、第２期武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務に係る委託事業

者を選定するためのプロポーザルに関して必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務名称 

第２期武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務 

（２） 業務内容 

別添「第２期武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務委託仕様書」のと

おり 

（３） 委託期間 

契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

（４） 委託予定額 

   委託上限額 ２，６５６，８００円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む） 

 

３ 選定スケジュール（予定） 

 募集要領等の公表        平成３０年 ７月１９日（木） 

 質問の受付期間         平成３０年 ７月１９日（木）～７月２４日（火） 

 質問に対する回答期限      平成３０年 ７月２７日（金） 

 企画提案書の受付期間      平成３０年 ７月３０日（月）～ ８月 ３日（金） 

 プレゼンテーション       平成３０年 ８月 ８日（水） 

 選定結果通知          平成３０年 ８月１０日（金） 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） プロポーザル参加意向申出書の提出の時点で、武雄市に業務委託に係る競争入札参 

加資格を有し、かつ、九州管内に本店、支店又は営業所を有するものとする。ただし、

指名願の登録所在地は九州管内でなくとも可とする。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

こと。 

（３） 参加意向申出書の提出日から契約締結までの間において、武雄市建設工事等請負・ 

委託契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生 



法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てをした者でないこと。た

だし、更生手続開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定（確定したものに限る。）

を受けたものを除く。 

（５）ＪＩＳＱ１５００１（プライバシーマーク取得）に審査登録がなされていること。 

（６）別添の仕様書で定める委託業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行 

体制を有すること及び本市の指示に柔軟に対応できること。 

 

５ 企画提案書等の提出 

（１） 提出書類 

  ア プロポーザル参加意向申出書（様式第１号） 

イ プロポーザル企画提案書（任意様式） 

  ウ 業務実施体制（様式第２号） 

※ 総括責任者及び業務担当者を配置すること。 

  エ 会社概要（任意様式） 

※ パンフレット等で可 

  オ 業務経歴書（任意様式） 

  カ ＪＩＳＱ１５００１認定証等の写し 

  キ 見積書（任意様式） 

（２） 提出方法：持参又は郵送（提出期限内必着） 

（３） 提出期限：平成３０年 ８月 ３日（金）午後５時まで 

（４） 提出部数：正本１部、副本５部 

 

６ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

（１） 企画提案書の様式 

ア Ａ４版縦、両面印刷を原則とする。ただし、資料の作成上Ａ３版を利用したほう        

 が、確認しやすい場合はＡ３版の利用を可とする。 

イ ページ数は、両面印刷で２０ページ（１０枚）までとする。 

ウ 文字サイズは１１ポイント以上とする。 

（２） 企画提案内容及び留意事項 

  ア 仕様書の内容を踏まえた実施方針等を記載すること。 

  イ 仕様書に基づき、別紙の「審査基準」を踏まえた上で、応募者としてのアピールポイ

ントを明記すること。 

 

７ 質問及びそれに対する回答方法 

（１） 質問の提出方法 

  ア 提出書類：質問書（様式第３号） 



  イ 提出方法：持参又は電子メール（受付期限内必着） 

 ウ 受付期限：平成３０年 ７月２４日（火）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く。） 

（２） 質問に対する回答方法 

   質問に対する回答は、集約したものを、質問者をふせて、平成３０年 ７月２７日（金）

までに本市の公式ウェブサイトで公表する。 

   ただし、簡易な質問等については、市公式ウェブサイトで公表せず、電話等により個別

に回答する。 

 

８ 契約優先交渉権者の選定方法等 

（１） 審査体制 

  市が設置する「第２期武雄市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等受託候補者選定に

係る審査委員会（以下「審査委員会」という。）」において、審査・選定を行う。審査は書類

審査及びプレゼンテーションによる。 

（２） プレゼンテーション 

  ア 実施日時 平成３０年 ８月 ８日（水）午後（予定） 

        ※時間については、別途応募者に通知する。 

  イ 実施場所 武雄市役所内 

        ※詳細については、別途応募者に通知する。 

  ウ 実施時間 ２０分以内（提案説明１０分以内、質疑応答１０分以内） 

  エ 出席者  ３名以内 

  オ その他  企画提案書に基づいた内容とし、追加での提案説明や資料配布は認めない。

パソコンやプロジェクター等の機材を使用する場合は、事前に武雄市に連絡

すること。 

（３） 審査基準及び選定方法等 

  審査委員会は、別表の審査基準により評価し、評価点数の合計が最も高い参加者を契約優

先交渉権者として選定する。 

（４） 審査結果通知及び公表 

  審査の結果については、文書にて申込者全員に郵送で通知する。 

  なお、審査結果については、武雄市ホームページにおいて公表する。 

 

９ 契約の締結 

  ７で選定した受託候補者と協議し、契約手続きを進めるものとする。 

  なお、受託候補者が応募資格を満たさないと判明した場合、失格事項に該当した場合又は

その他の理由により契約の締結が不可能となった場合は、選定結果の次点の者と順次交渉す

るものとする。 

 



10 失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

（１） 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

（２） 提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

（３） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４） 選定結果に影響を与えるような不正な行為を行ったもの 

（５） その他、社会通念に照らし失格にあたる事由があると認められる場合 

 

11 その他留意事項 

（１） 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

（２） 提出後、企画提案書等の修正及び変更はできない。 

（３） 企画提案書等の提出書類は返却しない。 

（４） 本プロポーザルに係る情報開示請求があった場合は、武雄市情報公開条例（平成 

１８年条例第１１号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

（５） 提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対し指名 

停止措置を行うことがある。 

 

12 問い合わせ、企画提案書等提出先 

  武雄市こども教育部こども未来課こども政策係 

  住  所：〒843-8639 武雄市武雄町大字昭和１２番地１０ 

  電話番号：0954-23-9215 

  FAX番号：0954-23-7585 

  E-mail：kodomo-mirai@city.takeo.lg.jp 



（別表） 

 

 

審査基準 
 

評価項目 審査事項 配点 

基本的な 

考え方 

子ども・子育て支援事業計画を理解しているか。 

１０ 提案内容が具体的で実現の可能性があるか。 

武雄市の現状を把握しているか。 

提案内容 

仕様書に基づき、その目的、条件、内容を的確に反映した提

案内容となっているか。 

２０ 

適切なニーズ把握や施策の提言を行うための集計、分析手法

となっているか。 

業務ごとに、的確かつ具体的な実施方法が示されているか。 

仕様書に定めのない業務に関しても積極的に取り組もうとす

る提案があるか。 

実施方法 

業務の実施体制・担当者の配置状況が明確かつ適正で、事業

が適切に実施できるか。 

３０ 子ども・子育て会議等に対する支援方法、妥当性はどうか。 

国の政策および社会変化に対する情報収集および提供の方法

はどうか。 

事業実績 
ニーズ調査及び計画策定業務について、十分な実績を有して

いるか。 
１０ 

見積価格 価格が提案内容に対して適当か。 ３０ 

合 計  １００ 

 


